
 

環境安全トラブル連絡・公表ガイドライン

区分 行政への通
報・連絡の
方法

公表方法 対象事象

緊急異常事態
漏洩
（１）ＰＣＢ含有物（法令で定める基準値を超えるもの。以下同じ。＊１）が施設の建物外部に流出・排出した又は流出・排出するおそれが生じた場合
（２）法令で定める有害な物質（＊２）が施設の建物外部に流出・排出し、施設敷地外へ流出した場合

火災・爆発
（１） 火災が発生し、公設消防隊の消火活動により鎮火した場合
（２）火災が発生し、消火施設又はこれと同程度の効果があるものを使用した場合
（３）爆発（施設・設備等の破損が伴うもの）が発生した場合

施設の損壊
（１）施設の損壊、設備の破損であって、出火、爆発、漏洩等を防止するため、直ちに修復、使用停止等緊急の措置を必要とする場合

他者の財産への損害
（１）施設の異常による周辺地域の施設等他者の財産等に対する何らかの損害又はそのおそれが生じ、緊急措置を講じなければならない場合

人身事故、労働災害
（１） 外部からの施設への訪問者が、施設の稼働に伴い、傷病（病院で治療を受け、通院加療が必要なもの）を負った、または死亡した場合
（２） 従業員等が処理棟内の作業により３週間以上の入院加療を要する傷病を負った、又は死亡した労働災害が発生した場合

排出管理目標値超過
（１）ＰＣＢ等の排出モニタリングの結果が排出管理目標値（協定等で維持管理値が設定されている事業所は維持管理値）を超過又は超過のおそれが生じた
場合

漏洩
（１）油（ＰＣＢ含有物又は法令で定める有害な物質に該当しないもの。以下同じ。）が施設の建物外部に流出し、施設敷地外へ流出した場合

環境への特段の影響はないが、第三者に不安感を与える事象

漏洩
（１）その他の液等（ＰＣＢ含有物、法令で定める有害な物質又は油に該当しないもの）が施設の建物外部に流出した場合（排水基準を満たした通常の排水は
除く）
（２）法令で定める有害な物質又は油が施設の建物外部に流出・排出したが、施設敷地外へは流出しなかった場合
（３）法令で定める有害な物質が施設の建物外部に流出・排出するおそれが生じた場合
（４）PCB含有物又は法令で定める有害な物質が施設の建物内で漏洩し、セーフティネット（遮蔽フード、防油堤など）を超えて、施設の建物内の相当の範囲に
広がった場合
（５）PCB含有物又は法令で定める有害な物質が施設の建物内で相当量漏洩した場合

火災
（１） 火災が発生し、消火器により消火された場合

労働災害
（１）従業員等が処理棟内の作業により休業４日以上の傷病を負った又は休業４日未満でも後遺症が残る傷病を負った労働災害が発生した場合

＊１：PCB含有物とは、PCB濃度 0.1mg/m3Nを超える排ガス、0.5mg/kgを超える油、0.003mg/Lを超える排水をいう。

＊２：法令で定める有害な物質とは、ＰＣＢ以外の人の健康に有害な物質であって、法令に基づく指定、基準の設定等がなされているものをいう（法令で定め
る排出・排水基準以下の濃度のもの等、有害とは考えられない濃度のものを除く）。

＊３：区分Ⅲ未満の事象については、地元の所轄監督官庁の意向等も踏まえ、必要に応じ、各事業所が連絡・公表を行うこととする。

Ⅱ 夜間・休日
を問わず速
やかに通報
（ロ）

１ヶ月以内
にＪＥＳＣＯ
のＨＰにて
事象概要を
公表

Ⅲ 平日休日を
問わず昼間
で き る だ け
早い時間に
通報等（ロ）

事業だより
等で事象概
要を公表

環境安全トラブル連絡・公表ガイドライン

Ⅰ 直ちに通報 速やかにＪ
ＥＳＣＯのＨ
Ｐにて公表
（必要に応
じプレス発
表）

001126
テキストボックス

001126
タイプライターテキスト
別紙２－５



 

 



平成２８年４月１日 改訂 
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 
豊田ＰＣＢ処理事業所 

 
豊田ＰＣＢ廃棄物処理施設における事故・トラブル発生時の報告・公表基準 

 
 
区

分 
対象事項 豊田市への通報・報告 

公表  

ＪＥＳＣＯ  

Ⅰ １ 法基準又は協定値（以下「法基準等」という。）を超える

濃度のＰＣＢ及びベンゼン（以下「ＰＣＢ等」という。）

の事業所建屋外への流出又はそのおそれがある場合 

・平日に発生した場合には、直ちに

電話にて通報 

・その後、ＦＡＸ又は電子メールに

て事象概要を報告 

・夜間及び土日休日に発生した場合

には、豊田市役所守衛室へ電話する

とともに、廃棄物対策課へＦＡＸに

て事象概要を報告 

注：夜間とは、18:00～8:00 とする。 

 

・速やかに報道機関へ資料提供 

・速やかに 19 自治区長へ報告又は

説明 

・速やかに会社ＨＰに概要を掲載 

・速やかに豊田事業部会各委員に報

告するとともに、直近開催の豊田事

業部会にて報告 

・直近発行の事業だよりに概要を掲

載 

・直近開催の豊田ＰＣＢ処理安全監

視委員会に報告 

 

２ ＰＣＢ非含有油類（ＳＤ剤を含む。）の事業所敷地外への

流出 

３ 生活排水、用役排水又は雨水以外の排水の公共用水域への

流出により魚の大量へい死が発生（注１、２） 

４ 施設又は設備が破損し、周辺の生活環境に著しい影響を及

ぼした場合 

５ 事業所内で火災発生（公設消防隊による消火） 

６ 労働災害による作業員等の死亡又は大きな傷病を負った

場合（注３） 

７ 

 

外部の訪問者等が死亡又は大きな傷病を負った場合（ただ

し、事業所の稼動と直接関係のない傷病等を除く。） 

Ⅱ １ 法基準値等を超える濃度のＰＣＢ等の事業所建屋内での

漏洩（オイルパンへの滴下等は除く。） 

・平日に発生の場合には速やかに、

夜間及び土日休日に発生の場合には

翌出勤日に電話、ＦＡＸ又は電子メ

ールにて事象概要を報告 

・遅滞なく豊田事業部会各委員に報

告するとともに、直近開催の豊田事

業部会にて報告 

・直近発行の事業だよりに概要を掲

載 

・直近開催の豊田ＰＣＢ処理安全監

視委員会に報告 

２ 排気又は排出水が法基準等を超えた場合（ＰＣＢ等を除

く。） 

３ ＰＣＢ非含有油類（ＳＤ剤を含む。）の建屋外への流出 

４ 生活排水、用役排水又は雨水以外の排水の事業所敷地外へ

の流出 

５ 施設等のトラブル発生による１か月以上の施設停止（セー

フティネット等の対策により周辺環境への影響なし） 

６ 事業所内で火災発生（消火器による自己消火） 

Ⅲ １ ＰＣＢ非含有油類（ＳＤ剤を含む。）の事業所建屋内への

漏洩（防油堤内への漏洩は除く。） 

・平日に発生の場合には速やかに、

夜間及び土日休日に発生の場合には

翌出勤日に電話にて通報 

・必要に応じてＦＡＸ又は電子メー

ルにて事象概要を報告 

・遅滞なく豊田事業部会各委員に報

告するとともに、直近開催の豊田事

業部会にて報告 

・直近開催の豊田ＰＣＢ処理安全監

視委員会に報告 

２ 生活排水、用役排水又は雨水以外の排水の事業所敷地内へ

の流出 

３ オンラインモニタリング計や漏洩検知器等の監視システ

ムの異常（注４、５） 

４ 自然災害により施設被災（１週間以上の施設停止で、セー

フティネット等の対策により周辺環境への影響なし） 

５ 作業者の労災事故（４日以上の休業災害）が発生し、又は

外部訪問者が傷病を負った場合 

Ⅳ １ 施設等のトラブル発生による１週間以上の施設停止 ・平日に発生の場合には速やかに、

夜間及び土日休日に発生の場合には

翌出勤日に電話にて通報 

・直近開催の豊田事業部会で報告 

２ 作業者の労災事故（４日未満の休業災害又は不休災害）が

発生した場合 

・なし 

注１：生活排水、用役排水及び雨水以外の排水は、ＰＣＢ濃度が 0.0005mg／L 未満のものに限る。 

注２：魚の大量へい死とは、明らかに自然状態に比べ大量の死魚が確認された場合 

注３：大きな傷病とは、作業者の休業期間が１ヶ月以上の場合 

注４：オンラインモニタリング計については、1 週間以上の停止が見込まれる場合 

注５：漏洩検知器については、検知システム全体の機能に大きな支障が発生した場合 
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平成 27 年 3 月 4 日 

東京 PCB 処理事業所 

東京 PCB 処理事業所における設備トラブル発生時の 
事業部会・環境安全委員会への報告等について(案) 

 

１．主旨 

  

 現在、東京 PCB 処理事業所では、「東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る安全性と環境保

全の確保に関する協定書」（以下、協定と言う）に基づき、①天災その他による不慮の事故が発生し

た場合、②法令で定める基準を超える有害物質が外部に排出され、又は排出のおそれが生じた場合

に東京都及び江東区に報告を行うとともに、その他のトラブルについても、ＪＥＳＣＯの「環境安

全トラブル連絡・公表ガイドライン」（以下、ガイドラインと言う）に基づき、自主的に報告を行っ

ているところ。また、上記②、及び東京都又は江東区の指示により施設の運転を停止した場合には、

運転を再開するに当たって、協定に基づき、東京都と江東区の意見を聞く又は承認を得ることとし

ている。 

一方で、これらのトラブルについての東京事業部会・環境安全委員会（以下、両委員会と言う）

への報告については、特段の定めがないことから、今回、両委員会への報告について定め、迅速か

つ適確な情報提供を図るとともに、必要な助言等を頂くこととする。 

 

２．両委員会への報告手続き 

  

根拠規定 トラブルの状況 ＪＥＳＣＯの対応 両委員会への報告等（案） 

協定第 12 条 
第 1項 

天災その他による不慮
の事故が発生した場合 

・東京都・江東区に、事故等
の状況及び講じた措置を報
告。 

・速やかに全体状況を整理の上
で、速報を両委員会委員に報
告※。 

・定例の委員会開催時に、トラ
ブルの状況を報告。 

（協定第 12 条第 2項及び第 13
条に該当する場合を除く） 

協定第 12 条 
第 2項 

事故等が発生したこと
により、法令で定めた基
準を超える有害物質が
外部に排出され、又は排
出のおそれが生じた場
合 

・運転を停止。 
・東京都・江東区に、講じた

措置及び原因究明の結果を
報告。 

・運転再開時、東京都・江東
区より意見を聴取。 

・速やかに全体状況を整理の上
で、速報を両委員会委員に報
告※。 

・速やかに両委員会を開催し、
トラブルの状況や原因・対策
等を報告。 

・運転再開に関して助言等を求
める。 

協定第 13 条 環境保全上支障がある
と東京都又は江東区が
認め、処理施設の全部又
は一部の運転を停止す
るよう指示した場合 

・東京都又は江東区の指示を
受け、運転を停止。 

・東京都・江東区に、必要な
対策を講じた結果を報告。

・東京都・江東区の承認を受
けて、運転を再開。 

ガイドライン 上記に該当しないトラ
ブル 

・ガイドラインに基づき、東
京都に報告。併せて、江東
区にも報告。 

 

・速やかに全体状況を整理の上
で、速報を両委員会委員に報
告※。 

・定例の委員会開催時に、トラ
ブルの状況を報告。 

 ※両委員会委員への報告項目は以下の通りとする。 

    ①トラブルの内容、②環境影響の程度、③労災の有無、④操業への影響   

参考資料－１
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トラブル発生時等の報告に関する参考資料 
 
１．東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る安全性と環境保全の確保に関する協定書 

（緊急時の措置） 

第１２条 丙（JESCO）は、処理施設において天災その他による不慮の事故が発生した場合は、緊急

時対応マニュアルに従って直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故等の状況及び講じた措置に

ついて甲（東京都）及び乙（江東区）に報告しなければならない。 

２ 丙は、万一、事故等が発生したことにより、法令で定める基準を超える有害物質が外部に排出さ

れ、又は排出のおそれが生じた場合は、直ちに処理施設の全部又は一部の運転を停止し、法令で

定める基準を超える有害物質が外部に排出しないよう必要な措置を講ずるとともに、その原因を

究明しなければならない。 

３ 丙は、前項の規定により講じた必要な措置及び原因究明の結果を遅滞でなく甲及び乙に報告する

ものとする。 

４ 丙は、処理施設の運転を再開するときは、あらかじめ甲、乙それぞれの意見を聞かなければなら

ない。 

（運転の停止及び再開） 

第１３条 甲又は乙は、処理施設の運転管理等について、環境保全上支障があると認めるときは、丙

に対して処理施設の全部又は一部の運転を停止し、その原因究明を行うよう指示することができ

る。 

２ 丙は、前項の規定による指示を受けたときは、直ちに、処理施設の全部又は一部の運転を停止す

るとともに原因究明を行い、必要な対策を講じた後、その結果を甲及び乙に報告しなければなら

ない。 

３ 丙は、処理施設の運転を再開するときは、あらかじめ甲、乙それぞれの承認を得なければならな

い。 

 

２．環境安全トラブル連絡・公表ガイドラインの概要 

区分 行政への通報 
・連絡の方法 公表方法 対象事象 

Ⅰ 
 
 
 

直ちに通報 速やかに当社のＨＰにて

公表（必要に応じプレス発

表） 

ＰＣＢ等法令で定める有害物質の施

設外流出・排出、火災・爆発、施設の

損壊、人身事故・重大な労働災害 等

Ⅱ 
 
 
 

夜間・休日を問

わず速やかに通

報 

１か月以内に当社のＨＰ

にて事象概要を公表 
排出管理目標値超過又はそのおそれ

等 

Ⅲ 
 
 
 
 

平日休日を問わ

ず昼間できるだ

け早い時間に通

報等 

事業だより等で事象概要

を公表 
環境への特段の影響はないが、第三者

に不安感を与える下記事象 
・ＰＣＢ等有害物質の施設内漏洩（少

量、セーフティネット内に留まった

ものを除く。） 
・休業災害 等 

※ 区分Ⅲ未満の事象については、地元の所轄監督官庁の意向等も踏まえ、必要に応じ、各事業

所が連絡・公表を行うこととする。 
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